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行政法は、全 60問中 22問（択一式 19問、多肢選択式２問、記述式１問）が出題されます。
112/300点、全体の 37.3％を占めています。行政法を攻略せずして合格は望めません。判例を
覚えているのに解けない、判例がバラバラで覚えられない、問題ごとに判断がブレる、、など勉強
しているのに点が伸びない方は毎年多いです。判例を“感覚”で解くのは、終わりにしませんか？

講座内容

行政法の判例が“見たことある・解ける問題”に変わる

判例をなんとなくバラバラに暗記するのでは
なく、判例のポイントを整理でき、初見問題
でも判断できる“解ける頭”を 10 時間で作
れるため、知識がそのまま得点に直結します。
行政法総論・行政手続法・行政不服審査法・
行政事件訴訟法・国家賠償法・地方自治法
まで一気に整理。断片的だった知識が一本
の線でつながり、「行政法が分かる」状態から
「安定して点が取れる」状態へ引き上げます。

POINT❶　「なんとなく」から「そういうことか」
解けるへ！

本道場では各単元の重要知識（重要判例）を中心に
知識・理解をブラッシュアップ /インプットしていきま
す。判例についてはできる限り図解によりわかりやす
く理解を深めていきましょう！

受講者の方には、オリジナルレジュメ「行政法判例
攻略のための秘伝書」をお渡しします！どこをどう勉
強したらいいのか。何を覚えたらいいのか。敵を知り、
武器を磨くための情報を手に入れてください。後は、
秘伝書をもとに修練あるのみです！

POINT❷　文字だけではなく図解でイメージを
つかむ！

POINT❸　秘伝書の贈呈

講座・レジュメのPOINT

◎一般価格とは、LEC各本校・LEC提携校・LEC通信事業本部・LECオンラインショップにてお申込みされる場合の受付価格です。◎大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書
店にてお申込みされる場合の受付価格です。◎代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込みされる場合の受付価格です。◎上記大学生協・書籍部価格、代理店書店価格
を利用される場合は、必ず本パンフレットを代理店窓口までご持参ください。◎提携校通学とは、LEC提携校でWebまたは DVDの講義を受講する場合の受講料です。お申込みは、直接、提携校窓口にてお願いします。LEC
本校では受付できません。

　 実施形態・実施校
通信Web

　 対象者
行政法の点数が伸びない方
判例が覚えられない方
判例が理解できない方
短期間で判例を得点源にした
い方

　 担当講師
鎌田晃生
LEC専任講師

　 科目
行政法

　 回数
全4回

　 使用教材
講師オリジナルレジュメ

　 １回あたりの講義時間
2時間30分

　 受講（Web視聴）期限
26/11/15（日）

　 お申込みはこちら

道場“解ける頭”を作る行政法判例ノック試験合格に直結
10時間で
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行行政政法法総総論論  （（関関連連判判例例等等））  
（（  総総説説  ））  

１１  原原理理原原則則  
【【  パパチチンンココ球球遊遊器器事事件件((最最判判昭昭 3333..33..2288))  】】  

QQ  通通達達でで課課税税対対象象品品ととすするるここととはは租租税税法法律律主主義義（（法法律律にによよるる行行政政のの原原理理））にに反反ししなないいかか（（行行政政立立法法））（（総総論論））  

  

本件の課税がたまたま所論通達を機縁とし

て行われたものであっても、通通達達のの内内容容がが法法

のの正正ししいい解解釈釈にに合合致致すするるももののででああるる以以上上、本

件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに

妨げがない。 

  

  

  

  

【【  旭旭川川市市国国民民健健康康保保険険条条例例事事件件((最最判判平平 1188..33..11))  】】  

QQ  憲憲法法８８４４条条（（租租税税法法律律主主義義））とと法法律律にによよるる行行政政のの原原理理のの関関係係  

  

憲法 84 条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであ

り、直接的には、租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国国民民にに対対ししてて義義務務をを課課しし

又又はは権権利利をを制制限限すするるににはは法法律律のの根根拠拠をを要要すするるとといいうう法法原原則則をを租租税税ににつついいてて厳厳格格化化ししたた形形でで明明文文化化ししたたももののという

べきである。 

  

【【  宜宜野野座座村村工工場場誘誘致致政政策策変変更更事事件件((最最判判昭昭 5566..11..2277))  】】  

QQ  計計画画変変更更のの可可否否（（行行政政計計画画））、、信信義義則則違違反反がが認認めめらられれ得得るる場場合合（（総総論論））  

 

地方公共団体が一定の内容の将来にわた

って継続すべき施策を決定した場合、その施施

策策がが特特定定のの者者にに対対ししてて当当該該施施策策にに適適合合すするる

特特定定内内容容のの活活動動ををすするるここととをを促促すす個個別別的的、、具具

体体的的なな勧勧告告なないい  しし勧勧誘誘をを伴伴ううももののであり、かか

つつ、その活活動動がが相相当当長長期期ににわわたたるる  当当該該施施策策

のの継継続続をを前前提提ととししててははじじめめててここれれにに投投入入すするる

資資金金ままたた  はは労労力力にに相相応応すするる効効果果をを生生じじううるる

性性質質ののももののであるときは、たとえその勧告ない

し勧誘に基づいてその者と当該地方公共団

体との間に当該施施策策のの維維持持をを内内容容ととすするる契契

約約がが締締結結さされれたたももののととはは認認めめらられれななくくててもも、こ

のような密接な交渉を持つに至った当事者間

の関係を規律すべき信義衡平の原則に照ら

し、その施施策策のの変変更更ににああたたっっててははかかかかるる信信頼頼

にに対対ししてて法法的的保保護護がが与与ええらられれななけけれればばななららなな

いい。 

  

【【  租租税税法法ににおおけけるる信信義義則則（（最最判判昭昭 6622..11..3300））  】】  
  QQ  租租税税関関係係ににおおいいてて信信義義則則違違反反がが認認めめらられれ得得るる場場合合  

  

租租税税法法律律主主義義のの原原則則がが貫貫かかれれるるべべきき租租税税

法法律律関関係係について、信信義義則則のの適適用用ににはは慎慎重重

をを要要しし、租税法規の適用における納納税税者者間間のの

平平等等、、公公平平とといいうう要要請請をを犠犠牲牲ににししててももななおお当当

該該課課税税処処分分にに係係るる課課税税をを免免れれししめめてて納納税税者者

のの信信頼頼をを保保護護ししななけけれればば正正義義にに反反すするるとといいええ

るるような特特別別のの事事情情ががああるるここととをを要要すするる。  
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（（  行行政政行行為為のの瑕瑕疵疵  ））  
【【  取取消消ししとと撤撤回回  】】  

 
QQ  授授益益的的行行政政行行為為とと撤撤回回  

授授益益的的行行政政行行為為の撤回によって相相手手方方のの被被るる「「不不利利益益をを考考慮慮ししててもも、、ななおおそそれれをを撤撤回回すすべべきき公公益益上上のの必必要要性性がが

高高いいとと認認めめらられれるる」」場場合合に、「法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、…撤回することができるものと

いうべきである。」としている（実子あっせん指定医取消事件／最判昭 63.6.17）。 

 

東日本大震災により被害を受けた世帯が大大規規模模半半壊壊世世帯帯にに該該当当すするるととのの認認定定の下に被災者生活再建支援法

に基づき被災者生活再建支援金の支給決定がされた場合において、当該世帯の居住する住宅の被害の程度が客

観的には半壊に至らないものであったなど判示の事情の下では、当該決定をした被災者生活再建支援法人は、上

記認定に誤りがあることを理由として、当該決決定定をを取取りり消消すすここととががででききるる（最判令 3.6.4）。 

 

【【  無無効効  】】  ※ 無効（公定力、不可争力、自力執行力などの一一切切のの法法的的効効力力がが認認めめらられれなないい）。 

 

・ 無無効効ととななるるたためめのの要要件件((重重大大明明白白説説)) 

①行政行為が重要な法律要件に違反（瑕疵の重大性） 

かつ、 

②誰の目から見ても明らかな場合(瑕疵の明明白白性性)  

 

QQ  明明白白性性のの判判断断基基準準  

「瑕疵が明白かどうかは、処処分分のの外外形形上上、、客客観観的的にに、、誤誤認認がが一一見見看看取取しし得得るるもも  

ののででああるるかかどどううかかにによよりり決決すすべべききものであって、行行政政庁庁がが怠怠慢慢にによよりり調調査査すすべべ    

きき資資料料をを見見落落ししたたかかどどううかかは、処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどう 

かの判定に直接関係を有するものではな」いとする(最判昭 36.3.7)。 

 

QQ  明明白白性性のの要要件件はは常常にに要要求求さされれるるかか  

徴徴税税行行政政目目的的をを斟斟酌酌ししててももななおお著著ししくく不不当当とと認認めめらられれるる例例外外的的事事情情ががああれればば、

課税処分は当然無無効効。課税所得の全くないところにこれがあるものとしてなされた

もので、課税要件の根幹についてのが重大な過誤あり、全く不知の間に第三者が

ほしいままにした登記操作によって、突如として譲渡所得による課税処分を受け

たものであり、⇒無効。 

 

※行政処分の存在を信頼する第三者保護の必要性の低い事案について、行政処 

分の瑕疵の重大性のみを認定したうえで、明白性要件につき特に触れることな 

く無効とした。 

 

 

【【  行行政政行行為為のの瑕瑕疵疵  】】  

  

＜＜  手手続続のの瑕瑕疵疵  ＞＞  

QQ  手手続続のの瑕瑕疵疵とと処処分分のの違違法法性性  

個個人人タタククシシーー事事件件（最判昭 46.10.28）では、聴聞し、その結果を斟酌すれば、異異ななるる判判断断にに到到達達すするる可可能能性性ががなな

かかっったたととははいいええなないいとして、申請拒否処分を取取消消しし。群群馬馬中中央央ババスス事事件件（最判昭 50.5.29）では、仮に適正な公聴会

審理がされたとしても、審議会の認認定定判判断断をを左左右右すするるにに足足るる意意見見・・資資料料をを追追加加提提出出すするる可可能能性性ががななかかっったたとして、

処分取取消消事事由由ににななららなないいとした。 

  

一般に、行政庁が行政処分をするにあたつて、諮問機関に諮問し、その決定を尊重して処分をしなければならな

い旨を法が定めているのは、処分行政庁が、諮問機関の決定（答申）を慎重に検討し、十分な考慮を払い、特段の

合理的な理由のないかぎりこれに反する処分をしないように要求することにより、当該行政処分の客観的な適正妥

当と公正を担保することを法が所期しているためであると考えられるから、かかる場合における諮問機関に対する

諮問の経由は、極めて重大な意義を有するものというべく、したがつて、行行政政処処分分がが諮諮問問をを経経なないいででななさされれたた場場合合

判例の論点をQで言及
⇒論点の明確化が可能

適時、判例以外の重要知識を
整理した表を挿入
⇒判例にとどまらない重要知識
の整理も可能

適時、判例の事案を視覚化
⇒判例理解力の UPへ

スケジュール
科目 回数 教材発送日 Web配信開始日

行政法 1-4 26/6/30（火） 26/7/10（金）

受講料 （税込）
受講形態 一般価格 大学生協・書籍部価格 代理店・書店価格 講座コード

通信Web 15,000円 14,250円 14,700円 GB26682

◎「“条文問題を取りきる”行政法逐条ローラー道場」と合わせて受講いただけると、より得点UPに
つながります。判例×条文が“1本の軸”でつながります！
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